
別表１ 別表１

第１　国際競争力・木材供給基盤強化対策等交付金事業（合板製材事業） 第１　国際競争力・木材供給基盤強化対策等交付金事業（合板製材事業）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ
１・２　（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） １・２

（略）
（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

ロングリーチハーベスタ 台 ロングリーチハーベスタ 台

遠隔操作伐倒機械 台 （新設） （新設）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

下刈り作業車 台 下刈り作業車 台

遠隔操作下刈り作業車 台 （新設） （新設）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

３・４（略） （略） （略） （略） ３・４（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

第２　花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策交付金事業（花粉削減事業） 第２　花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策交付金事業（花粉削減事業）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ
（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

　林業機械の整備 （略） （略） 　林業機械の整備 （略） （略）

【素材生産型】 ロングリーチハーベスタ 台 【素材生産型】 ロングリーチハーベスタ 台

遠隔操作伐倒機械 台 （新設） （新設）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

４　（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） ４　（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） １～３　（略）

１　林業機械の
　整備
【素材生産型】

工種又は
区分④

２　林業機械の
　整備
【造林保育型】

１・２　（略）

（略）

工種又は
区分③

工種又は
区分④

呼称単位 呼称単位

（略） （略） （略） １・２　（略） （略） （略） （略）

事業種目
工種又は
区分①

工種又は
区分②

工種又は
区分③

メニュー②

改　正　前改　正　後

メニュー② 事業種目
工種又は
区分④

呼称単位工種又は
区分③

工種又は
区分①

工種又は
区分②

メニュー① メニュー① メニュー② 事業種目
工種又は
区分①

工種又は
区分②

工種又は
区分③

呼称単位

３ 原木の生
 産基盤整備
 ・低コスト
 安定供給対
 策

３ 原木の生
 産基盤整備
 ・低コスト
 安定供給対
 策

１～３　（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）（略）

〇　合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領（平成28年１月20日付け27林整計第237号林野庁長官通知）の一部改正新旧対照表

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線部分は改正部分）

　先進的な林業
機械等の整備

３　高性能
　林業機械
　等の整備

　高性能林業
機械等の整備

４　先進的な林
　業機械等の整
　備

４　高性能林業
　機械等の整備

１　林業機械の
　整備
【素材生産型】

２　林業機械の
　整備
【造林保育型】

メニュー① メニュー② 事業種目
工種又は
区分①

工種又は
区分②

（略）

工種又は
区分④

３　先進的な
　林業機械等
　の整備

４　（略）（略）４　（略）

メニュー①



別表２ 別表２

区分 補助対象経費 区分 補助対象経費

Ⅰ Ⅰ

　リースの場合は、「本機購入費」を「使用料及び賃借料」と読み替えるものと
する。
　事業雑費は、①本機及び付属機械器具の運送料並びに定置式機械の据付料、②
車両購入に伴う自動車重量税、自動車税環境性能割及び自動車損害賠償責任保険
料とする。
　ただし、現地着価格によって購入するときは、運送料を含めないものとする。

　イ・ウ　（略）

　事業雑費は、①本機及び付属機械器具の運送料並びに定置式機械の据付料、②
車両購入に伴う自動車重量税、自動車税環境性能割及び自動車損害賠償責任保険
料とする。
　ただし、現地着価格によって購入するときは、運送料を含めないものとする。

　イ・ウ　（略）

　国庫充当率は１／２以内（沖縄県については２／３以内）とし、対象となる経
費は、機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗
装工事費とする。

　国際競
争力・木
材供給基
盤強化対
策等交付
金事業
（合板製
材事業
費）

１　（略）

２　合板・製材・集成材国際競争力強化対策

（１）木材産業の輸出促進・体質強化対策

　　①木材加工流通施設等整備（大規模・高効率化、低コスト化及びＪＡＳ
    構造用製材供給力強化）、品目転換施設整備及び高度加工処理施設整備
　　のうち木材加工流通施設整備

　国庫充当率は１／２以内（沖縄県については２／３以内）とし、対象となる経
費は、機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗
装工事費とする。

　 ア　機械器具費

　国際競
争力・木
材供給基
盤強化対
策等交付
金事業
（合板製
材事業
費）

１　（略）

２　合板・製材・集成材国際競争力強化対策

（１）木材産業の輸出促進・体質強化対策

　   ②～⑤　　（略） 　   ②～⑤　　（略）

　　①木材加工流通施設等整備（大規模・高効率化、低コスト化及びＪＡＳ
    構造用製材供給力強化）、品目転換施設整備及び高度加工処理施設整備
　　のうち木材加工流通施設整備

　 ア　機械器具費

事業雑費

付属機械器具購入費

本機購入費

事業費

事業雑費

付属機械器具購入費

本機購入費

事業費



　
②

　　

（２）原木の生産基盤・低コスト安定供給対策

　　①　（略）

（２）原木の生産基盤・低コスト安定供給対策

　  ①　（略）

　（略）
ａ　林業専用道（規格相当）（施設一体型以外）

ｂ　林業専用道（規格相当）（施設一体型）

　　②路網整備・機能強化

ア　林業専用道（規格相当）の整備

　（略）

ｂ　林業専用道（規格相当）（施設一体型）

イ～オ　（略）

ａ　林業専用道（規格相当）（施設一体型以外）

　都道府県ごとの林業専用道（規格相当）（施設一体型）の開設箇所の平
均横断地山傾斜により、Ａ区分（15度未満）は１メートル当たり平均４万
６千円、Ｂ区分（15度以上25度未満）は１メートル当たり平均４万９千
円、Ｃ区分（25度以上）は１メートル当たり平均５万２千円を、各区分の
開設延長の合計に乗じた金額を合計した額を上限とする。
　a及びbの合計事業費の10パーセントを上限として林業専用道（規格相
当）及び森林作業道の補強を行うことができるものとする。補強は、台風
や豪雨などにより機能が低下していると認められる箇所等について、路体
等の強度の向上や被害の拡大防止を図り、通行の安全を確保することなど
を目的として実施する。林業専用道（規格相当）においては、都道府県知
事が定める林業専用道の作設に関する指針等を踏まえ、路体強化、法面強
化、排水施設工及び幅員拡張等の事業を行うことができるものとする。森
林作業道においては、都道府県知事が定める森林作業道の作設に関する指
針を踏まえ、土工、擁壁工及び排水施設工等の事業を行うことができるも
のとする。
　また、a及びbの合計事業費の20パーセントを上限として、林道台帳に登
載された、既設林道の橋梁、トンネル及びその他重要な施設を対象に、健
全性や耐震性に係る点検診断を実施できるものとする。
　林業専用道（規格相当）の整備に係る経費は、「森林整備保全事業設計
積算要領」、「森林整備保全事業標準歩掛」、「森林整備保全事業建設機
械経費積算要領」、「森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準」、「森
林整備保全事業現場技術業務委託実施要領」（昭和54年８月23日付け54林
野治第2015号林野庁長官通知）、「森林整備保全事業に係る仮設材損料算
定基準」及び「森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準」に準ずるも
ののほか、林野庁が別途定めるもの等によることとする。
　なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費
は、次の（ア）から（ウ）までのとおりとする。

　　②路網整備・機能強化

ア　林業専用道（規格相当）の整備

　都道府県ごとの林業専用道（規格相当）の開設箇所の平均横断地山傾斜
により、Ａ区分（15度未満）は１メートル当たり平均３万５千円、Ｂ区分
（15度以上25度未満）は１メートル当たり平均３万８千円、Ｃ区分（25度
以上）は１メートル当たり平均４万１千円を、各区分の開設延長の合計に
乗じた金額を合計した額を上限とする。

　都道府県ごとの林業専用道（規格相当）の開設箇所の平均横断地山傾斜
により、Ａ区分（15度未満）は１メートル当たり平均３万２千円、Ｂ区分
（15度以上25度未満）は１メートル当たり平均３万５千円、Ｃ区分（25度
以上）は１メートル当たり平均３万８千円を、各区分の開設延長の合計に
乗じた金額を合計した額を上限とする。

　（ア）～（ウ）　（略） 　（ア）～（ウ）　（略）

　都道府県ごとの林業専用道（規格相当）（施設一体型）の開設箇所の平
均横断地山傾斜により、Ａ区分（15度未満）は１メートル当たり平均５万
０千円、Ｂ区分（15度以上25度未満）は１メートル当たり平均５万３千
円、Ｃ区分（25度以上）は１メートル当たり平均５万６千円を、各区分の
開設延長の合計に乗じた金額を合計した額を上限とする。
　a及びbの合計事業費の10パーセントを上限として林業専用道（規格相
当）及び森林作業道の補強を行うことができるものとする。補強は、台風
や豪雨などにより機能が低下していると認められる箇所等について、路体
等の強度の向上や被害の拡大防止を図り、通行の安全を確保することなど
を目的として実施する。林業専用道（規格相当）においては、都道府県知
事が定める林業専用道の作設に関する指針等を踏まえ、路体強化、法面強
化、排水施設工及び幅員拡張等の事業を行うことができるものとする。森
林作業道においては、都道府県知事が定める森林作業道の作設に関する指
針を踏まえ、土工、擁壁工及び排水施設工等の事業を行うことができるも
のとする。
　また、a及びbの合計事業費の20パーセントを上限として、林道台帳に登
載された、既設林道の橋梁、トンネル及びその他重要な施設を対象に、健
全性や耐震性に係る点検診断を実施できるものとする。
　林業専用道（規格相当）の整備に係る経費は、「森林整備保全事業設計
積算要領」、「森林整備保全事業標準歩掛」、「森林整備保全事業建設機
械経費積算要領」、「森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準」、「森
林整備保全事業現場技術業務委託実施要領」（昭和54年８月23日付け54林
野治第2015号林野庁長官通知）、「森林整備保全事業に係る仮設材損料算
定基準」及び「森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準」に準ずるも
ののほか、林野庁が別途定めるもの等によることとする。
　なお、指導監督費については認めないものとし、工事雑費及び事務雑費
は、次の（ア）から（ウ）までのとおりとする。

イ～オ　（略）



国費充
当率

定額の単価上
限

国費充
当率

定額の単価上
限

２／３ 1,011千円/ha ２／３ 966千円/ha

１／２ 758千円/ha １／２ 725千円/ha

国費充
当率

定額の単価上
限

国費充
当率

定額の単価上
限

２／３ 714千円/ha ２／３ 688千円/ha

１／２ 536千円/ha １／２ 516千円/ha

条件

事業費が1,340千円/haより20%以上削減さ
れ、1,072千円/ha以下となった場合

事業費が1,291千円/haより20%以上削減さ
れ、1,033千円/ha以下となった場合

上記の達成が困難な場合

  オ　関連条件整備活動

事業費が1,813千円/haより20%以上削減さ
れ、1,450千円/ha以下となった場合

　対象経費は主伐との一貫作業による人工造林の実施に要する経費とし、標
準単価は、末木枝条の集材（主伐時に全木又は全幹による集材が行われるも
のに限る。幹部分の集材は含まない。）、地拵え、苗木運搬及び植栽に係る
標準的な事業費とする。

上記の達成が困難な場合

  ウ・エ　（略）

上記の達成が困難な場合

  オ　関連条件整備活動

　　③再造林の低コスト化

　一貫作業システム、低コスト造林又は下刈りを実施するための定額の単価は、
都道府県知事が算定した標準単価及び間接費に以下の条件に応じた国費充当率を
乗じて定める。ただし、国の助成額は、定額の単価上限（間接費相当分及び消費
税相当分を除く。）に実施面積を乗じた金額を上限とする。
　なお、上記の標準単価及び間接費、関連条件整備活動の対象経費等の取扱いに
ついては、①【間伐材生産】に準ずる。

  ア　一貫作業システム

条件

　　③再造林の低コスト化

　一貫作業システム、低コスト造林又は下刈りを実施するための定額の単価は、
都道府県知事が算定した標準単価及び間接費に以下の条件に応じた国費充当率を
乗じて定める。ただし、国の助成額は、定額の単価上限（間接費相当分及び消費
税相当分を除く。）に実施面積を乗じた金額を上限とする。
　なお、上記の標準単価及び間接費、関連条件整備活動の対象経費等の取扱いに
ついては、①【間伐材生産】に準ずる。

　対象経費は、大苗・エリートツリー等を活用した低密度植栽、ドローンに
よる苗木運搬を導入した造林、早生樹造林、その他知事が妥当と認めた効率
化・低コスト化に資する技術を導入した人工造林の実施に要する経費とし、
標準単価は、地拵え、苗木運搬及び植栽に係る標準的な事業費とする。

※間接費相当額及び消費税等相当額を除いた金額で表示している。

　対象経費は、大苗・エリートツリー等を活用した低密度植栽、ドローンに
よる苗木運搬を導入した造林、早生樹造林、その他知事が妥当と認めた効率
化・低コスト化に資する技術を導入した人工造林の実施に要する経費とし、
標準単価は、地拵え、苗木運搬及び植栽に係る標準的な事業費とする。

  イ　低コスト造林

条件

  ア　一貫作業システム

事業費が1,896千円/haより20%以上削減さ
れ、1,517千円/ha以下となった場合

  イ　低コスト造林

上記の達成が困難な場合

※間接費相当額及び消費税等相当額を除いた金額で表示している。

　対象経費は主伐との一貫作業による人工造林の実施に要する経費とし、標
準単価は、末木枝条の集材（主伐時に全木又は全幹による集材が行われるも
のに限る。幹部分の集材は含まない。）、地拵え、苗木運搬及び植栽に係る
標準的な事業費とする。

条件

　ウ・エ　（略）



事業種目
国費充
当率(B)

定額の単価上
限

事業種目
国費充
当率(B)

定額の単価上
限

２／３ 3万1千円/ha ２／３
2万9千3百円

/ha

１／２ 2万4千円/ha １／２ 2万4千円/ha

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

　林業機械【素材生産型】（以下この項目において「機械」という。）の整備のた
めに都道府県知事が定める定額の単価は、機械を整備する事業実施主体の機械購入
費について、素材生産量（事業完了の翌年度を始期とする３年間の年平均計画量。
以下この項目において同じ。）1,000㎥当たり200万円とし、その助成額の上限は購
入価格の１／２（沖縄県においては２／３）、林業用四輪駆動ダンプトラックにつ
いては１／４（沖縄県については１／２）とする。ただし、東日本大震災に対処す
るための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を
定める政令（平成23年政令第127号）別表第一に掲げる市町村（以下この項目におい
て「被災地域」という。）において実施する場合に限り、素材生産量1,000㎥当たり
300万円とし、その助成額の上限は購入価格の１／２とすることとし、原動機とし
て、内燃機関と電動機を備えたハイブリット油圧ショベルをベースマシンとする機
械を整備する場合における都道府県知事が定める定額の単価は、当該機械を整備す
る事業実施主体の機械購入費について、素材生産量1,000㎥当たり240万円（被災地
域においては360万円）とし、その助成額の上限は購入価格の１／２（沖縄県におい
ては２／３）とする。また、同一事業実施主体が複数台機械を整備する場合は、そ
れぞれの機械に対し適用する。
　なお、経費については、２の（１）の①【木材加工流通施設整備】に準ずること
とし、整備する林業機械等については、関係法令に基づき必要となる設備を備えた
ものとする。

（３）・（４）　（略）

（略）

条件

本体事業の国費充当率が２
／３

（ア）及び
（イ）

（ア）及び
（イ）

　ア～ウの実施に必要な関連条件整備活動に要する経費とし、以下の経費と
する。
　また、定額の単価は、標準単価にア～ウの国費充当率を乗じて定める。
　ただし、国の助成額は定額単価に数量を乗じた金額を上限とする。
（ア）対象森林の調査及び森林所有者の同意取り付け等に要する経費
　　　事業実施主体が再造林に着手する上で直接必要となる技術者給等の
　　経費とする。
（イ）長期受委託契約や基金造成等に要する経費
　　　次のａ又はｂの経費区分及び内容については、(ア)に準ずる。
　　　ただし、この支援は１施行地につき１度のみとする。
　ａ　複数年にわたる造林の長期受委託契約の締結について、事業実施主
　　体が森林所有者の同意を取り付けるために要する経費
　ｂ　事業実施主体を含む森林・林業関係者等が、再造林経費の拠出を目
　　的とした基金を造成、運営するために要する経費
（ウ）森林作業道の整備
　　　②のイ【森林作業道の整備】に準じて標準単価を算定する。
（エ）鳥獣害防止施設等の整備
　　　標準単価設定通知に準じて標準単価を算定することができるものと
　　する。

　ア～ウの実施に必要な関連条件整備活動に要する経費とし、以下の経費と
する。
　また、定額の単価は、標準単価にア～ウの国費充当率を乗じて定める。
　ただし、国の助成額は定額単価に数量を乗じた金額を上限とする。
（ア）対象森林の調査及び森林所有者の同意取り付け等に要する経費
　　　事業実施主体が再造林に着手する上で直接必要となる技術者給等の
　　経費とする。
（イ）長期受委託契約や基金造成等に要する経費
　　　次のａ又はｂの経費区分及び内容については、(ア)に準ずる。
　　　ただし、この支援は１施行地につき１度のみとする。
　ａ　複数年にわたる造林の長期受委託契約の締結について、事業実施主
　　体が森林所有者の同意を取り付けるために要する経費
　ｂ　事業実施主体を含む森林・林業関係者等が、再造林経費の拠出を目
　　的とした基金を造成、運営するために要する経費
（ウ）森林作業道の整備
　　　②のイ【森林作業道の整備】に準じて標準単価を算定する。
（エ）鳥獣害防止施設等の整備
　　　標準単価設定通知に準じて標準単価を算定することができるものと
　　する。

条件

　 ④先進的な林業機械等の整備

本体事業の国費充当率が１
／２

（３）・（４）　（略）

本体事業の国費充当率が１
／２

（略）

本体事業の国費充当率が２
／３

３　（略） ３　（略）

　 ④高性能林業機械等の整備

　高性能林業機械等のうち林業機械【素材生産型】（以下この項目において「機
械」という。）の整備のために都道府県知事が定める定額の単価は、機械を整備す
る事業実施主体の機械購入費について、素材生産量（事業完了の翌年度を始期とす
る３年間の年平均計画量。以下この項目において同じ。）1,000㎥当たり200万円と
し、その助成額の上限は購入価格の１／２（沖縄県においては２／３）、林業用四
輪駆動ダンプトラックについては１／４（沖縄県については１／２）とする。ただ
し、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第
二項及び第三項の市町村を定める政令（平成23年政令第127号）別表第一に掲げる市
町村（以下この項目において「被災地域」という。）において実施する場合に限
り、素材生産量1,000㎥当たり300万円とし、その助成額の上限は購入価格の１／２
とすることとし、原動機として、内燃機関と電動機を備えたハイブリット油圧ショ
ベルをベースマシンとする機械を整備する場合における都道府県知事が定める定額
の単価は、当該機械を整備する事業実施主体の機械購入費について、素材生産量
1,000㎥当たり240万円（被災地域においては360万円）とし、その助成額の上限は購
入価格の１／２（沖縄県においては２／３）とする。また、同一事業実施主体が複
数台機械を整備する場合は、それぞれの機械に対し適用する。
　なお、経費については、２の（１）の①【木材加工流通施設整備】に準ずること
とし、整備する高性能林業機械等については、関係法令に基づき必要となる設備を
備えたものとする。



Ⅱ Ⅱ

３　先進的な林業機械等の整備 ３ 高性能林業機械等の整備

　花粉の
少ない森
林への転
換促進緊
急総合対
策交付金
事業費
（花粉削
減事業
費）

　花粉の
少ない森
林への転
換促進緊
急総合対
策交付金
事業費
（花粉削
減事業
費）

１・２　（略）

　花粉の少ない森林への転換促進対策 　花粉の少ない森林への転換促進対策

　高性能林業機械等のうち林業機械【素材生産型】（以下この項目において「機
械」という。）の整備のために都道府県知事が定める定額の単価は、機械を整備す
る事業実施主体の機械購入費について、素材生産量（事業完了の翌年度を始期とす
る３年間の年平均計画量。以下この項目において同じ。）1,000㎥当たり200万円と
し、その助成額の上限は購入価格の１／２とする。
　ただし、下記（１）～（３）に該当する場合の定額の単価はそれぞれ記載のとお
りとする。

（１）・（２）（略）
（３）原動機として、内燃機関と電動機を備えたハイブリット油圧ショベル
  　をベースマシンとする機械を整備する場合における都道府県知事が定める
  　定額の単価は、当該機械を整備する事業実施主体の機械購入費について、
  　素材生産量1,000㎥当たり240万円（被災地域においては360万円）とし、
  　その助成額の上限は購入価格の１／２(沖縄県においては２／３)とする。

　また、同一事業実施主体が複数台機械を整備する場合は、それぞれの機械に対し
適用する。
　なお、経費については、Ⅰの２の（１）の①【木材加工流通施設整備】に準ずる
こととし、整備する高性能林業機械等については、関係法令に基づき必要となる設
備を備えたものとする。

４～６　（略） ４～６　（略）

　林業機械【素材生産型】（以下この項目において「機械」という。）の整備のた
めに都道府県知事が定める定額の単価は、機械を整備する事業実施主体の機械購入
費について、素材生産量（事業完了の翌年度を始期とする３年間の年平均計画量。
以下この項目において同じ。）1,000㎥当たり200万円とし、その助成額の上限は購
入価格の１／２とする。
　ただし、下記（１）～（３）に該当する場合の定額の単価はそれぞれ記載のとお
りとする。

（１）・（２）（略）
（３）原動機として、内燃機関と電動機を備えたハイブリット油圧ショベル
  　をベースマシンとする機械を整備する場合における都道府県知事が定める
  　定額の単価は、当該機械を整備する事業実施主体の機械購入費について、
  　素材生産量1,000㎥当たり240万円（被災地域においては360万円）とし、
  　その助成額の上限は購入価格の１／２(沖縄県においては２／３)とする。

　また、同一事業実施主体が複数台機械を整備する場合は、それぞれの機械に対し
適用する。
　なお、経費については、Ⅰの２の（１）の①【木材加工流通施設整備】に準ずる
こととし、整備する林業機械等については、関係法令に基づき必要となる設備を備
えたものとする。

１・２　（略）



別表３ 別表３

（略） （略）

都道府県年度事業計画の目標を定める指標（個別指標：事業実施主体又は都道府県ごと） 都道府県年度事業計画の目標を定める指標（個別指標：事業実施主体又は都道府県ごと）

メニュー 指　標 指標の定義 メニュー 指　標 指標の定義

目標年度の定義 目標年度の定義

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

注）算定使用量の考え方 注）算定使用量の考え方

①～④　（略） ①～④　（略）

⑤　 ⑤　

⑥～⑧　（略） ⑥～⑧　（略）

（略）

高性能林業機械等の整備

２　花粉の少ない森林への転換
　促進緊急総合対策

（略）

花粉の少ない森林への転換促
進対策

花粉の少ない森林への転換促
進対策

高性能林業機械等の整備

（略）

先進的な林業機械等の整備

（略）

２　花粉の少ない森林への転換
　促進緊急総合対策

先進的な林業機械等の整備

（略）

（略） （略）

（略）

指標のガイドライン 指標のガイドライン

　特用林産物省エネルギー化施設等整備のうち省エネルギー化に資する施設の入替えにおいては、④のほか燃油使用量の低減（縮減率）又はエネルギー効率の向上（向上率）のいずれか１つを選択し、事業実施主
体ごとに適切に指標を設定すること。

　特用林産物省エネルギー化施設等整備のうち省エネルギー化に資する施設の入替えにおいては、⑤のほか燃油使用量の低減（縮減率）又はエネルギー効率の向上（向上率）のいずれか１つを選択し、事業実施主
体ごとに適切に指標を設定すること。

（略）

（略） （略）

（略）

（略）（略）

１　合板・製材・集成材国際競争
力強化対策

１　合板・製材・集成材国際競争
力強化対策

（略）（略）

原木の生産基盤整備・低コス
ト安定供給対策

（略）

原木の生産基盤整備・低コス
ト安定供給対策

（略）



様式１ 様式１

　 　

合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策

体質強化・花粉削減計画（変更）

（略）

体質強化・花粉削減計画（変更）

（略）

合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策



第１　体質強化・花粉削減計画の事業対象区域

（略）

第２～第７　（略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　事業実施主体（プレカット事業者及び運送事業者等を除く。）が原木の安定受入れに関する表明を行う施設について、原木の安定受入れ表明欄に「○」を記載する。

第９～第１３　（略）

第１４　原木安定供給計画等の概要

　※　（略）
　※　（略）
　※　（略）
　※　（略）

第１５～第１８　（略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略） （略）

（略）（略）

第８　体質強化・花粉削減計画に参画する木材加工流通施設等の概要

※　花粉削減事業において路網整備・機能強化、低コスト造林等又は先進的な林業機械等の整備を実施する場合は、スギ人工林伐採重点区域（「スギ花粉発生源対策推進方針」（平成13年６月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知）に基づき都道府県が設定するスギ人工林伐採
　重点区域）を記載すること（市町村名等）。

（略）

（略） （略） （略）

（略）
都道府県 （略）

事業費
（国庫）

（略） （略）

（略）

（略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） 林業機械等 （略）

※　（略）

※　（略）

※　合板製材事業において別表１の第１の２のうち日ＥＵ・ＥＰＡ対策として実施する施設整備及び第１の３の２のうち林業専用道（規格相当）整備（施設一体型）を実施する場合は、その区域（日ＥＵ・ＥＰＡ対策実施区域）を記載すること（流域名または市町村名等）。

※　（略）

（略）

花粉削
減対策
への対

応

（略） （略）

（略）

原木の
安定受
入れ表

明

（略）

（略） （略） （略） （略）



第１　体質強化・花粉削減計画の事業対象区域

（略）

第２～第７　（略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　※　（略）

　（新設）

第９～第１３　（略）

第１４　原木安定供給計画等の概要

　※　（略）
　※　（略）
　※　（略）
　※　（略）

第１５～第１８　（略）

花粉削
減対策
への対

応
（略）

（新
設）

（略）

（略） （略）

（略）

（略）
（略） （略）

（略） （略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略）

※　合板製材事業において別表１の第３の２のうち日ＥＵ・ＥＰＡ対策として実施する施設整備及び第３の３の２のうち林業専用道（規格相当）整備（施設一体型）を実施する場合は、その区域（日ＥＵ・ＥＰＡ対策実施区域）を記載すること（流域名または市町村名等）。

※　（略）

第８　体質強化・花粉削減計画に参画する木材加工流通施設等の概要

（略） （略）（略） （略）

（略）

※　花粉削減事業において路網整備・機能強化、低コスト造林等又は高性能林業機械等の整備を実施する場合は、スギ人工林伐採重点区域（「スギ花粉発生源対策推進方針」（平成13年６月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知）に基づき都道府県が設定するスギ人工林伐採重点
　区域）を記載すること（市町村名等）。

※　（略）

（略）

（略）

（略）

都道府県

（略） （略）

事業費
（国庫）

（略）
（略） （略） （略） 高性能林業機械等

（略）

（略） （略）

（略）

（略）（略）

（略）

（略）

（略） （略）

（略）

（略）

※　（略）



別添様式７ 別添様式７

１．　（略） １．　（略）

２．事業概要 ２．事業概要

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

３．～７．　（略） ３．～７．　（略）

８．地域の森林経営管理の集積・集約化の取組方針 （新設）

９．　（略） ８．　（略）

原木安定供給計画（○○県）

事業種別 事業費(国庫） 間伐 路網整備・機能強化 林業機械等 造林 コンテナ苗生産基盤施設等

原木安定供給計画（○○県）

事業種別

（略）

（略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略）

（略）

事業費(国庫） 間伐 路網整備・機能強化 高性能林業機械等 造林 コンテナ苗生産基盤施設等

（略） （略）（略） （略） （略） （略）

（略）（略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略）（略） （略） （略） （略） （略）



別添様式９ 別添様式９

第１～第３　（略） 第１～第３　（略）

第４　木質バイオマスの転換促進に係る取組に関する考え方 第４　木質バイオマスの転換促進に係る取組に関する考え方

第５～第11　（略） 第５～第11　（略）

※　木質バイオマスエネルギー転換促進施設の整備等により、化石燃料から地域の間伐材・林地残材等を活用した木質バイオマスエネルギーへの転換をどのように推進し、
　かつ地域の森林資源を持続的に活用しつつ森林所有者や林業事業体を含めた地域の収益力の強化等を図るのかを記述する。その際、化石燃料代替によるエネルギーコスト
　削減効果や国産燃料材の収集・生産・加工に係るコスト削減効果等を定量的に記述する。

※　木質バイオマスエネルギー転換促進施設の整備等により、化石燃料から地域の間伐材・林地残材等を活用した木質バイオマスエネルギーへの転換をどのように推進し、
　かつ地域の森林資源を持続的に活用しつつ森林所有者や林業事業体を含めた地域の収益力の強化等を図るのかを記述する。

木質バイオマスエネルギー転換促進計画（○○県） 木質バイオマスエネルギー転換促進計画（○○県）



別添様式１０ 別添様式１０

第１～第４　（略） 第１～第４　（略）

第５　事業概要 第５　事業概要

（略） （略）

第６　（略） 第６　（略）

（略）（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

コンテナ苗生産基盤施設等事業種別 事業費（国費） 路網整備・機能強化 林業機械等 造林 コンテナ苗生産基盤施設等 事業種別 事業費（国費） 路網整備・機能強化 高性能林業機械等 造林

花粉の少ない森林への転換促進計画（都道府県） 花粉の少ない森林への転換促進計画（都道府県）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）（略） （略） （略） （略） （略）



（様式３　別紙） （様式３　別紙）

１・２　（略） １・２　（略）

３　実施の内容 ３　実施の内容

（略） （略）

１・２　（略） （略） （略） １・２　（略） （略） （略）

（略）  （略） （略） （略）  （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

再造林の低コスト化 再造林の低コスト化

一貫作業システム ha 人工造林 ha

ｍ ｍ

低コスト再造林 ha （新設） （新設）

ｍ （新設）

下刈り ha 下刈り ha

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

１・２　（略） （略） （略） １・２　（略） （略） （略）

３　先進的な林業機械等の整備 ３　高性能林業機械等の整備

先進的な林業機械等の整備 高性能林業機械等の整備

（略） （略）

（略） （略）

４ 　（略） ４ 　（略）

（略） （略）

（注）計画（変更）承認申請の場合は、別記様式１を添付する。 （注）計画（変更）承認申請の場合は、別記様式１を添付する。

　　　　実施結果・達成状況報告の場合は、別記様式２及び３を添付する。 　　　　実施結果・達成状況報告の場合は、別記様式２、３及び４を添付する。

Ⅱ　花粉の少ない森林への転換促進総合対策

（略） （略）

先進的な林業機械等の整備 高性能林業機械等の整備

計

Ⅱ　花粉の少ない森林への転換促進総合対策

計

４　（略）

合計合計

計 計

４　（略） ４　（略）

３　原木の生産基盤整備・低コスト安定
供給対策

４　（略）

Ⅰ　国際競争力・木材供給基盤強化対策 Ⅰ　国際競争力・木材供給基盤強化対策

森林作業道（関連条件整備） 森林作業道（関連条件整備）

森林作業道（関連条件整備） （新設）

３　原木の生産基盤整備・低コスト安定
供給対策

（変更）都道府県年度事業計画（実施報告）

（略）
交付金事業（○○年度補正）

（略） （略） （略）

（変更）都道府県年度事業計画（実施報告）

（略）（略）
（略）

（略）

交付金事業（○○年度補正）



別記様式１ 別記様式１

（略） （略）

メニュー：原木の生産基盤・低コスト安定供給対策のうち先進的な林業機械等の整備 メニュー：原木の生産基盤・低コスト安定供給対策のうち高性能林業機械等の整備

（略）
（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）
（

略

）

（略

）
（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）
（

略

）

（略

）
（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）
（

略

）

（略

）
（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）
（

略

）

（略

）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

メニュー：花粉の少ない森林への転換促進対策のうち先進的な林業機械等の整備 メニュー：花粉の少ない森林への転換促進対策のうち高性能林業機械等の整備

（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）

（

略

）

（略

）
（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）

（

略

）

（略

）
（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）

（

略

）

（略

）
（略）

（

略

）

（

略

）

（略） （略） （略）

（

略

）

（略

）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（注） １～３　（略） （注） １～３　（略）

５～９　（略） ５～９　（略）

10　先進的な林業機械等の整備について、ハイブリッド型の機械を整備する場合は、備考欄に（ハイブリッド型）と記載する。 10　高性能林業機械等の整備について、ハイブリッド型の機械を整備する場合は、備考欄に（ハイブリッド型）と記載する。

11　（略） 11　（略）

（略） （略）

　ha当たりの人工数又は苗木運搬に要する苗木1,000本当たりの人工数を、通信環境等の整備をする場合は個別指標①に稼働率を、研修用機械の整備をする場合は個別指標①に利用者数を記載する。また、林業機械の整備【素材生産型】の場合、３か年

　平均欄には目標値の３か年平均について、上段に素材生産量、下段に素材生産性を記載する。

　ha当たりの人工数又は苗木運搬に要する苗木1,000本当たりの人工数を、通信環境等の整備をする場合は個別指標①に稼働率を、研修用機械の整備をする場合は個別指標①に利用者数を記載する。また、林業機械の整備【素材生産型】の場合、３か年

　平均欄には目標値の３か年平均について、上段に素材生産量、下段に素材生産性を記載する。

12　花粉の少ない森林への転換促進対策における先進的な林業機械等の整備については、備考欄に主な事業地である市町村名を記載する。

（略）

先進的な林業機械等の整備

（略）

（略） （略）

（略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）（略） （略） （略） （略） （略）

（

略

）

（略） （略）

（略）

４　高性能林業機械等の整備について、林業機械の整備【素材生産型】をする場合は個別指標①に素材生産量、個別指標②に素材生産性を、林業機械の整備【造林保育型】をする場合は導入機械に応じて個別指標①に地拵え若しくは下刈りに要する

（略） （略） （略） （略） （略）

高性能林業機械等の整備

（略）

（略） （略） （略） （略） （略）

（

略

）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）
（略）

（略） （略）

（略）

（略） （略）

高性能林業機械等の整備先進的な林業機械等の整備

○○年度　事業実施予定（○○年度補正分）

（都道府県）

○○年度　事業実施予定（○○年度補正分）

（都道府県）

４　先進的な林業機械等の整備について、林業機械の整備【素材生産型】をする場合は個別指標①に素材生産量、個別指標②に素材生産性を、林業機械の整備【造林保育型】をする場合は導入機械に応じて個別指標①に地拵え若しくは下刈りに要する

（略） （略） （略）
（略）

（略）

（略）

（略）
（略）

（略）

（

略

）

（略）

（略）

（略）

（略） （略）

（略）

（略）（略） （略）

12　花粉の少ない森林への転換促進対策における高性能林業機械等の整備については、備考欄に主な事業地である市町村名を記載する。

（

略

）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）
（略）

（略） （略）

（略）

（略） （略）



別記様式３ 別記様式３

（略） （略）

（注） （注）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

※　（略） ※　（略）

　　　附　則
１　この通知は、令和７年12月16日から施行する。
２　この通知による改正前の要領に基づいて実施している事業については、なお従前の例による。

※　先進的な林業機械等の整備について、林業機械の整備【素材生産型】をした場合は個別指標①に素材生産量、個別指標②に素材生産性を、林業機械の整備【造林保育型】をした場合は導入機械に応じて個別指標①に地拵え若しくは下刈りに要するha当たりの人工数
　又は苗木運搬に要する苗木1,000本当たりの人工数を、通信環境等の整備をした場合は個別指標①に稼働率を、研修用機械の整備をした場合は個別指標①に利用者数を記載する。

※　花粉の少ない森林への転換促進対策における先進的な林業機械等の整備の目標年度の報告については、備考欄に、全素材生産量に占めるスギ素材生産量の割合（３か年分）をパーセントで記載する。

※　高性能林業機械等の整備について、林業機械の整備【素材生産型】をした場合は個別指標①に素材生産量、個別指標②に素材生産性を、林業機械の整備【造林保育型】をした場合は導入機械に応じて個別指標①に地拵え若しくは下刈りに要するha当たりの人工数
　又は苗木運搬に要する苗木1,000本当たりの人工数を、通信環境等の整備をした場合は個別指標①に稼働率を、研修用機械の整備をした場合は個別指標①に利用者数を記載する。

※　花粉の少ない森林への転換促進対策における高性能林業機械等の整備の目標年度の報告については、備考欄に、全素材生産量に占めるスギ素材生産量の割合（３か年分）をパーセントで記載する。

○○年度　事業実施内容及び施設利用状況 ○○年度　事業実施内容及び施設利用状況

（都道府県） （都道府県）
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